
木材・木材製品の合法性証明スキーム

■スキーム

■調査項目

　パーティクルボード、ＭＤＦ、突板、ハニカムコア、集成材　等

商品の原材料情報 　バージン材（天然林／植林）、再・未利用材（建築廃材／間伐材／古紙）、非木材紙　等

　原材料の種別ごとの使用割合（％）

　原材料生産事業者名、加工業者名、最終製品製造業者名、輸入・販売業者名

トレーサビリティ情報 　原材料の原産国・地区　等

　原材料の主な樹種

原産国・地区

樹種

商品の構成材料

原材料の種類

使用割合（重量％）

商品供給経路

フ
ロ
ー

活
動

提
出
物

原材料供給者
（森林所有者等）

加工業者
製造業者

（最終製品製造）
商社

（弊社との窓口業者）

質問

回答

質問

回答

質問

回答

加工業者へ「合法
性証明書」または

「再・未利用材証明
書」を提出する。

製造業者へ「合法
性証明書」または
「再・未利用材証

明書」を提出する。

商社等へ「合法性
証明書」または

「再・未利用材証
明書」を提出する。

当該商品の「供給経路」と「各段階
での証明書の提出状況を把握し、
Ｂｉｚｎｅｔへ「グリーン購入法適合
証明書」、「トレーサビリティ証明

書」、「合法性証明書、再・未利用材
証明書（上流の業者より入手）」を

提出する。

■合法性証明書
　　　　　　　　　　　等

■業界団体の証明書

■森林認証証明書
　　（ＦＭ認証）

■合法性証明書
　　　　　　　　　　　等

■業界団体の証明書

■森林認証証明書
　　（ＣｏＣ認証）

■合法性証明書
　　　　　　　　　　　等

■業界団体の証明書

■森林認証証明書
　　（ＣｏＣ認証）

質問

回答

各種提出資料の内
容を基にグリーン
購入法の適合状況
を判断する。

■グリーン購入法適合証明書

■トレーサビリティ調査票

■合法性証明書
　　　　　　　　　　　　　　　　　　等


